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山崎・台峯緑地について

山崎・台峯緑地は、本市中央部の市街化区域に残された貴重な樹林地等で、
地域の方々から「台峯」の呼称で親しまれている一団の緑地（約36.7ha）
は、広町及び常盤山と並んで本市の三大緑地と呼ばれています。昭和30年
代以降の宅地開発を免れた「台峯」には、湧水や湿地、農業用のため池、
耕作放棄地を中心とした大小様々に入り組んだ谷戸地形や北鎌倉の低層住
宅地の背景となる斜面緑地に豊かな自然環境が残っています。



本市では、その豊かな自然環境を保全・活用するため、平成19年度から都
市公園としての整備事業に取り組み、令和２年４月に「山崎・台峯緑地」
を「風致公園」として一部区域（約19ha）の供用を開始し、その後、令和
４年５月に供用区域を約26.5haに拡大しています。

山崎・台峯緑地について

：風致公園（26.5ha)

：都市緑地（8.6ha)

供用区域

未供用区域

なお、未整備で
ある東側の区域、
都市緑地（約
8.6ha）につい
ても、令和10年
度の事業完了を
目指し、令和11
年度には「都市
緑地」として供
用開始する予定
です。



山崎・台峯緑地（都市緑地）基本設計策定のスケジュール
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・意見募集実施（11/14～12/13)
→49件の意見書を受領

・ボランティア団体、北鎌倉女子学園への個別説明（11/15～11/19)
・市民説明会実施（11/29） 参加者：43名

意見募集実施予定
市民説明会実施予定



















主動線

副動線

管理動線

副動線（ツノ坂）の整備

「散策路の検討」についての意見
・一部副動線（ツノ坂）について、園路の土
が雨水で流れ、また、幅員も狭く歩きにくい。

【案】
・一部副動線（ツノ坂）の整備。
・その他の散策路については、素案のとおり
現道の維持を基本とする。



階段設置予定箇所

転落防止柵
設置予定箇所

既存転落防止柵
設置箇所

「階段・柵の検討」についての意見
・幅員が狭い園路ですぐ隣が急傾斜になってい
る場所は転落防止柵が必要。
・階段不要。人工物は不要。景観を損なう。
・仮に設置するとしても擬木ではなく、天然木
を採用してほしい。

【案】
・階段は急勾配やぬかるみがあり、特
に歩きにくい散策路にのみ新設する。
・柵は破損している仮設柵がある箇所
にのみ新設する。
・材質は安全性、耐久性を考慮したう
えで、ボランティア団体と協議、調整
を行い、引き続き検討する。



「散策路の検討」と同様、各動線の名称を「主動線」、「副動線」、
「管理動線」に統一する。



設置不要

設置不要

「サインの検討」についての意見
・展望広場の解説サインは景観を
損なうため、不要。
・主動線に関するサインは良い。
副動線は住宅地へ迷いこまないよ
うに分岐の道標は必要。
・サインは簡易的なものがよい。
・既存サインの課題解消（設置場
所、内容等）

【案】
・素案のとおり、主・副入口に入口案内サイン、園
名柱を設置する。
・素案のとおり、主動線からの分岐部分に誘導サイ
ンを設置する。
・展望広場の解説サインは、景観への配慮といただ
いたご意見を考慮し、設置不要とする。
・サインのデザインについては、素案のとおり既存
サインに合わせるものとするが、
盤面等の修正については、新規サインの盤面と併せ
て検討する。



①



次
ベンチ・水飲み場 設置不要

「ベンチ・水飲みの検討」についての意見
・鉄製ベンチは景観を損なうため不要。
・北から南まで散策路は15分程度で歩ける
ため、ベンチの必要性はない。
・ベンチを設置するなら既存の丸太ベンチ
や竹でベンチを作るほうがよい。
・水飲み場は、南管理事務所から300ｍ程
度の展望広場には不要。

【案】
・ベンチ・水飲み場は景観への配慮といただいたご
意見を考慮し、設置不要とする。
・既存の丸太ベンチについては、ボランティア団体
とメンテナンスについて協議しながら対応を検討す
る。





公園灯 設置不要

「公園灯の検討」についての意見
・グラウンドに照明がないので設置する必要性がない。
・里山の中に人工的な光が入ると生態系に悪影響。
・災害時を想定したとしても、非常時はスマホライトで電灯の役割を果たす。
・明るくなることで治安が悪くなる可能性がある。

【案】
・公園灯は生態系への
配慮といただいたご意
見を考慮し、設置不要
とする。



「サクラ類の保存の検討」についての意見
・サクラ以外の貴重種の保全についても検
討が必要。
・森林の再生についても取り組んでほしい。
・樹木医など専門家の意見を取り入れての
対策が必要。

【案】
・素案のとおり、現存する大径木のサクラ
類は、鎌倉の風景を体感できる景観として
保全する。
・他の樹木やサクラ類を含む保全や維持管
理の手法については、過去の植生調査等の
結果を踏まえ、ボランティア団体と協議し
ながら対応を検討する。





新規施設 設置不要

展望

展望

「眺望広場の検討」についての意見
・人工物は不要。景観を損なう。

【案】
・景観への配慮やいただいたご意見
を考慮し、新たな整備は行わない。
・ベンチや階段等の新設要望を受け
た際には、設置場所や材質等につい
てボランティア団体と協議しながら
対応を検討する。



「落石防護網の検討」についての意見
・人の安全に関わる部分なので必要。

【案】
・素案のとおり、落石防護網
を設置する。
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令和７年度

意見募集実施予定
市民説明会実施予定

12月
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（予定）

意見募集実施予定
市民説明会実施予定



今後の事業スケジュール（令和８～１１年度）
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令和９年度 令和10年度 令和11年度

８月以降
（予定）

８～２月
（予定）

８～２月
（予定）

５～６月
（予定）


